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介
護
が
必
要
な
人
が
適
切
な
サ
ー
ビ
ス

を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
社
会
全
体
で
支

え
合
う
こ
と
を
目
的
と
し
た
介
護
保
険
制

度
。
平
成
12
年
に
ス
タ
ー
ト
し
た
こ
の
制

度
は
平
成
17
年
か
ら
３
年
ご
と
に
改
正
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
今
回
は
そ
の
見
直
し
に

あ
た
り
ま
す
。

　

現
在
の
日
本
で
は
、
年
金
や
医
療
、

介
護
と
い
っ
た
社
会
保
障
給
付
費
が
過

去
最
高
を
更
新
し
続
け
て
い
ま
す
が
、

２
０
２
５
年
に
は
団
塊
世
代(

１
９
４
７

年
〜
１
９
４
９
年
生
ま
れ)

が
75
歳
以
上

と
な
り
介
護
や
医
療
の
ニ
ー
ズ
が
さ
ら
に

高
ま
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

　

本
市
で
も
、
制
度
開
始
時
は
約
７
千
人

だ
っ
た
要
介
護
認
定
者
数
が
、
平
成
28
年

度
に
は
１
万
９
千
人
を
超
え
、
サ
ー
ビ
ス

給
付
費
も
倍
以
上
に
増
加
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
今
後
少
子
化
に
よ
り
高
齢
者
１

人
を
支
え
る
労
働
人
口
が
減
っ
て
い
く
こ

と
が
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。

2025年 2015年 1965年

65歳以上1人に対して

20～64歳は2.1人

65歳以上1人に対して

20～64歳は1.8人

65歳以上1人に対して

20～64歳は1.2人

2050年

65歳以上1人に対して

20～64歳は9.1人

　

サ
ー
ビ
ス
提
供
の
た
め
の
財
源
と
し

て
、
保
険
料
と
国
・
県
・
市
の
公
費
で
半

分
ず
つ
負
担
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
ま
ま

で
は
サ
ー
ビ
ス
水
準
を
維
持
す
る
こ
と
が

難
し
く
な
っ
て
き
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
介
護
保
険
制
度

を
持
続
可
能
な
制
度
と
す
る
た
め
に
、
今

回
の
制
度
改
正
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。

出典 ： 総務省「国勢調査」、社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）」（出生中位・死亡中位）、厚生労働所「人口動態推計」

平
成
29
年
５
月
に
改
正
介
護
保
険
法
が
成
立
し
、
一
部
を
除
き
、

平
成
30
年
4
月
か
ら
制
度
が
変
更
さ
れ
ま
す
。
今
回
は
、
そ
の
変

更
点
に
つ
い
て
お
伝
え
し
ま
す
。
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国  25.0％

県  12.5％

市  12.5％
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65歳以上

の方の保険料

64404040～64歳

の方の保険料

公
費

保
険
料

①地域包括ケアシステムの推進
　介護病床にかわる「介護医療院」や介護と障
害の「共生型サービス」等、地域包括ケアシス
テムをさらに推進する制度へ改正します。

②介護保険制度の持続可能性の確保
　高所得者の費用負担割合や高額医療合算介
護サービスの自己負担上限額を変更し、 持続
できる制度へ改正します。

図2．高齢者1人を支える労働者人口

図1．介護保険の財源

③その他の変更
　福祉用具貸与の見直しや、住宅
改修の見積書の変更、要介護認定
業務の簡素化、介護報酬の改定な
ど、よりよい制度となるよう改正
します。



この記事についての問い合わせは介護保険課☎823-9927へ
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高所得者の負担を2割→3割へ

　現役並みに所得がある65

歳以上の方の、介護サービ

スを利用したときに支払う

費用の負担割合が、３割負

担となります。

変更時期 8月〜平成30年

3割

 

2割

1割

 

 

所得基準

本人の合計所得　  220万円 以上で、

65歳以上の年金収入＋その他の合計所得の世帯合計が

・1人の世帯 　　  340万円 以上

・2人以上の世帯　463万円 以上

 

負担割合

2割

以上にあてはまらない方および40～64歳の方

本人の合計所得　  160万円以上で、

65歳以上の年金収入＋その他の合計所得の世帯合計が

・1人の世帯　 　  280万円以上

・2人以上の世帯　346万円以上

年金のみなら
343万円以上

※毎月の負担上限額は、これまでと変わらず44,400

　円です。

高額医療合算介護サービスの
自己負担上限額の変更

　医療保険と介護保険の負担額の合計（世帯）が自己負担上

限額を超えた場合、申請すると超えた分が「高額医療合算

介護サービス費」として支給されます。

　この自己負担上限額と所得区分が、下記のように変わり

ます。

高額医療合算介護サービスの自己負担上限額

変更時期 8月〜平成30年

212 万円  

141 万円

67万円

31万円

56万円

19万円

 

 

区分（年収）

課税所得　690万円以上 

課税所得　380万円以上 690万円未満

課税所得 145万円以上 380万円未満

課税所得 145万円未満

住民税非課税世帯

住民税非課税世帯（年金収入80万円以下）

上限額

67 万円

67 万円

医療保険分

通院・入院費用など

介護保険分

介護サービスの費用

高額医療合算介護サービス費の対象高額医療合算介護サービス費の対象

要介護認定業務の簡素化

＜①②が適用できる条件＞
〇更新申請であること
〇前回の認定有効期間が12カ月以上であること 　など

①認定（更新）の有効期間を延長

②認定業務の簡素化が可能に

　介護認定審査会の二次判定を簡素化することができるよ
うになり、結果通知までの時間が短縮されます。

カ月24最大 カ月36最大

結
果
通
知

一
次
判
定

二
次
判
定

申
請

認
定

  

調
査

主
治
医

  

意
見
書

簡素化

変更時期 4月〜平成30年

福祉用具貸与の見直し

①福祉用具の貸与価格に上限を設定

②全国平均と実際の価格、両方の説明を
　事業者に義務化

③機能や価格帯の異なる複

　数商品の提示を事業者に
　義務化

変更時期 4月〜平成30年10月〜、③①②

介護サービス費用の変更

　介護報酬が全体で0.54％上がり、介護事業

所へ支払う費用が一部を除き変更になります。

変更時期 4月〜平成30年


